
 

＜別紙＞ 休車・減車・増車した場合の取扱い

補助対象の適用（6月）

例１　月の途中の休車の場合

　①

　②

　③

　④

例２　月の途中の増車の場合

　①

　②

例３　月の途中の減車の場合

　①

　②

（ただし、減車に伴い廃業

した場合は補助対象外）

通常期 休車（コロナ特例含む）で車両が使用できない状態

※月の５割以上　31日の月：16日以上稼働　30日の月：15日以上稼働　28日の月：14日以上稼働

公共交通燃料価格高騰対策支援金について
【タクシー・福祉限定タクシー】

使用できる日数が
月の５割未満　⇒×

令和4年6月1日 令和4年6月30日

５割以上の日数が
使用できる状態　⇒○

使用できる日数が
月の５割未満　⇒×

５割以上の日数が
使用できる状態　⇒○

15日

使用できる日数が
月の５割未満　⇒×

５割以上の日数が
使用できる状態　⇒○

５割以上の日数が
使用できる状態　⇒○

５割以上の日数が
使用できる状態　⇒○

増車

増車

減車

減車

休車

休車解除

休車解除

休車休車解除

令和 5 年 6 月 1 日 令和5年6月30日 

休車で車両が使用できない状態 


